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平
成
十
二
年
度
に
お
け
る
介
護
保
険
制
度
に
係
る
保
険
料
、
介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
の
負
担
等
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一
　
趣
旨

　
　
こ
の
法
律
は
、
介
護
保
険
事
業
の
運
営
が
健
全
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
体
制
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
か
ん
が
み
、
平
成
十
二
年
度
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
の
保
険
料
、

介
護
給
付
費
納
付
金
及
び
そ
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
医
療
保
険
の
保
険
料
等
、
介
護
保
険
事
業
に
要
す
る

費
用
の
負
担
等
に
関
す
る
介
護
保
険
法
、
健
康
保
険
法
そ
の
他
の
医
療
保
険
各
法
、
地
方
税
法
等
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
条
関
係
）

第
二
　
介
護
保
険
法
の
特
例

　
一
　
保
険
料
に
関
す
る
特
例

　
　
　
平
成
十
二
年
度
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
単
に
「
市
町
村
」
と
い
う
。）
は
、
介
護
保
険
法
第
百
二
十

九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
被
保
険
者
か
ら
保
険
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
条
関
係
）
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二
　
介
護
給
付
費
納
付
金
に
関
す
る
特
例

　
　
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）
に
係
る
平
成
十
二
年
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
（
以

下
「
特
例
年
度
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
払
基
金
は
、
医
療

保
険
者
か
ら
、
介
護
給
付
費
納
付
金
（
以
下
「
納
付
金
」
と
い
う
。）
を
徴
収
し
な
い
も
の
と
し
、
医
療
保
険
者
は
、
納

付
金
の
納
付
に
充
て
る
た
め
医
療
保
険
各
法
又
は
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
若
し
く
は
掛
金
又
は
国
民
健
康
保

険
税
を
徴
収
し
、
納
付
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
条
関
係
）

　
三
　
介
護
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
関
す
る
特
例

　
　
１
　
平
成
十
二
年
度
に
お
け
る
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
国
の
負
担
の
割
合
は
、
介
護
保
険
法

第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百
分
の
七
十
五
と
す
る
こ
と
。  

　
　
　
　
　
　
　
（
第
七
条
関
係
）

　
　
２
　
平
成
十
二
年
度
に
つ
い
て
は
、
国
は
、
介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
に
対

し
、
調
整
交
付
金
を
交
付
し
な
い
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
条
関
係
）

　
　
３
　
平
成
十
二
年
度
に
つ
い
て
は
、
支
払
基
金
は
、
市
町
村
に
対
し
、
介
護
給
付
費
交
付
金
を
交
付
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
（
第
九
条
関
係
）
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４
　
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
場
合

に
お
け
る
同
年
度
に
係
る
当
該
①
か
ら
③
ま
で
の
額
及
び
政
令
で
定
め
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
を
、
一
般
会
計
か

ら
、
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

　
　
　
①
　
介
護
保
険
法
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
六
項
、
第
四
十
五
条
第
六
項
、
第
五
十
五
条
第
三
項
、
第
五

十
六
条
第
六
項
又
は
第
五
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
を
定
め
て
い
る
場
合
　
当
該
条
例
に
よ
る
措
置

が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
介
護
保
険
法
及
び
介
護
保
険
法
施
行

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。）
か

ら
当
該
条
例
に
よ
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
介
護
給

付
及
び
予
防
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
を
控
除
し
た
額

　
　
　
②
　
介
護
保
険
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
特
別
給
付
を
行
う
場
合  

当
該
市
町
村
特
別
給
付
に
要
す
る
費

用
の
額

  

　
　
③
　
介
護
保
険
法
第
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
保
健
福
祉
事
業
を
行
う
場
合
　
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
（
第
十
条
第
一
項
関
係
）
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５
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
４
に
よ
る
繰
入
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
条
第
二
項
関
係
）

　
四
　
財
政
安
定
化
基
金
に
関
す
る
特
例

　
　
１
　
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
は
、
介
護
保
険
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
政

安
定
化
基
金
を
設
け
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
）

　
　
２
　
平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
は
、
介
護
保
険
法
第
百
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町

村
か
ら
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
を
徴
収
し
な
い
も
の
と
し
、
市
町
村
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
財

政
安
定
化
基
金
拠
出
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
（
第
十
二
条
第
二
項
関
係
）

　
五
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
介
護
保
険
関
係
業
務
に
関
す
る
特
例

　
　
　
支
払
基
金
は
、
特
例
年
度
に
係
る
介
護
保
険
関
係
業
務
を
行
わ
ず
、
特
例
年
度
に
係
る
介
護
保
険
関
係
業
務
に
つ
い
て

は
、
業
務
方
法
書
の
認
可
、
予
算
等
の
認
可
及
び
財
務
諸
表
等
の
承
認
に
係
る
介
護
保
険
法
第
百
六
十
二
条
、
第
百
六
十

五
条
及
び
第
百
六
十
六
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
三
条
関
係
）

　
六
　
そ
の
他
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平
成
十
二
年
度
に
係
る
未
納
医
療
保
険
料
等
が
あ
る
要
介
護
被
保
険
者
等
に
対
し
て
は
、当
該
未
納
保
険
料
等
に
関
し
、

介
護
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
の
差
止
め
に
つ
い
て
定
め
る
介
護
保
険
法
第
六
十
八
条
の
規
定

は
、
適
用
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
五
条
関
係
）

第
三
　
健
康
保
険
法
そ
の
他
の
医
療
保
険
各
法
の
特
例

　
一
　
介
護
納
付
金
の
納
付
に
充
て
る
た
め
の
保
険
料
等
に
関
す
る
特
例

　
　
　
平
成
十
二
年
度
に
属
す
る
各
月
（
健
康
保
険
法
の
日
雇
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
各
日
）
に
つ
い
て
は
、
各
医
療
保
険

者
は
、
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
に
費
用
に
充
て
る
た
め
の
保
険
料
等
を
徴
収
し
な
い
こ
と
。

　
　
（
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
三
条
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第

四
項
関
係
）

　
二
　
一
の
ほ
か
、
平
成
十
二
年
度
に
つ
い
て
、
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
国
庫
の
負
担
、
医
療
保
険
の

保
険
料
額
の
算
定
等
に
関
し
、
医
療
保
険
各
法
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
（
第
三
章
か
ら
第
八
章
ま
で
関
係
）

第
四
　
地
方
税
法
の
特
例

　
　
平
成
十
二
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
課
す
る

6

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
十
一
条
第
一
項
関
係
）

第
五
　
そ
の
他
の
関
係
法
律
の
特
例

　
　
第
二
か
ら
第
四
ま
で
の
ほ
か
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
、
船
員
保
険
特
別
会
計

法
及
び
地
方
財
政
法
に
関
し
、
必
要
な
特
例
を
定
め
る
こ
と
。
　
　
　
（
第
九
章
か
ら
第
十
一
章
ま
で
及
び
第
十
三
章
関
係
）

第
六
　
政
令
へ
の
委
任

　
　
第
二
か
ら
第
五
ま
で
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
関
係
法
令
の
規
定
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
そ

の
他
こ
の
法
律
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
十
四
条
関
係
）

第
七
　
施
行
期
日
等

　
一
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
五
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
附
則
第
一
項
関
係
）

　
二
　
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


